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令和８年度「名桜大学奨学生」募集要項 

 

  本学に在学する学部学生の勉学及び体育活動を奨励することを目的として、令和８年度 

「名桜大学奨学生」を募集します。 

 

Ⅰ 募集期間 

  令和８年５月１８日（月）～ ５月２９日（金）１７：１５ 学生課窓口必着【厳守】 

Ⅱ 募集する奨学金の種類，支給額，申請基準等 

奨学金 
支給額 

(万円) 
目的 申請基準 

支給対象

年次 
備考 

学業奨励

奨学金 

第 1 種 20 

学業奨励 

GPA：3.7 以上 
2 年～ 

4 年次 

※支給対象年次と

は、願書の提出･選

考を経て奨学金（１

年間）を支給される

年次をいう。 

 

※スポーツ奨学金

は、前年度の活動実

績を対象とする。ま

た、入学前の実績は

認められない。 

第 2 種 10 GPA：3.5 以上 

スポーツ

奨学金 

第 1 種 20 

学生諸活 

動奨励 

日本代表（候補）選

出、全国大会（インタ

ーカレッジ等）出場の

個人又はチーム 2 年～ 

4 年次 

第 2 種 10 

沖縄県代表（候補）、

国体選手選出、西日本

大会出場、九州大会優

勝の個人又はチーム 

 

Ⅲ 募集対象 

１ 学業奨励奨学金：学業成績、学生活動、人物ともに優秀で、他の学生の模範となる学生 

※GPAの申請基準を満たしていても採用になるとは限りません。     

２ スポーツ奨学金：人物、スポーツ技能共に優秀で持続して競技力向上を図る個人又はチーム 

          ※スポーツ奨学金は大学が認めた正式な課外活動団体に限ります。 

※団体競技での実績を、個人の実績として申し込むことはできません。 

※団体申請は 1団体 1申請までとし、複数申請することはできません。  

 

Ⅳ 取得単位の制限，評定平均値の算出方法 

１ 取得単位の制限 

  奨学金の対象者は、直近２個学期の取得単位が３０単位以上なければならない。但し、４年

次までに卒業に必要な単位を満たすことができると認められる者はこの限りではない。 

２ 評定平均値の算出方法 

  評定平均値（ＧＰＡ）の算出方法は、次のとおりとする。 

○評定平均値＝換算点数の合計÷登録単位数（教職科目は除く） 

 

 

 

成績評価 秀 優 良 可 不可 

換算点数 ４×秀の単位数 ３×優の単位数 ２×良の単位数 １×可の単位数 ０×不可の単位数 
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３ 奨学金の受給制限及び返還 

 （１）奨学金の受給制限 

    留学生は、日本学生支援機構の学習奨励費と重複して受給できない。 

 （２）奨学金の返還 

    ①奨学金の支給年度において、学業成績及び性行が著しく不良となったとき。 

    ②奨学生としての責務を怠り、奨学生として適当でないと認められたとき。 

    ③奨学金を必要としなくなったとき。 

    ④休学又は除籍・退学等の懲戒処分を受けたとき。 

    ⑤傷病等により成業の見込みがなくなったとき。 

    ⑥願書等の提出書類に虚偽の記載をしたとき。 

 

Ⅴ 応募書類  

 ※応募書類は大学 HP よりダウンロードして下さい。学生課窓口での配布は行っておりません。 

（１）奨学生願書（応募者全員） 

    ※応募する奨学金の種類にチェック（✓）を記入すること。 

 （２）活動報告書（スポーツ奨学金のみ） 

 （３）活動実績等を証明する資料のコピー（スポーツ奨学金のみ） 

※新聞記事や表彰状等の拡大・縮小を行い、A４サイズで提出すること。 

（４）誓約書（応募者全員） 

※応募する奨学金の種類を○で囲み必要事項を記入すること。 

【応募書類等一覧（○は、応募書類）】 

Ⅵ 二重支給の禁止 

  学業奨励奨学金とスポーツ奨学金の２種類を支給することはできない。 

Ⅶ 提出期限 

令和８年５月２９日（金）１７：１５ 学生課窓口必着【厳守】 

Ⅷ 採用決定の通知 

  奨学生の選考は、願書等の書類に基づき選考委員会が行う。なお、採用結果は、７月上旬か

ら８月上旬頃に掲示し全学周知を行う。 

Ⅸ 奨学金の支給 

  奨学金は、奨学金の支給手続終了後１ヶ月以内に奨学生本人名義の銀行預金口座に振込むも

のとする。 

Ⅹ 応募書類の提出及び問い合わせ先 

  名桜大学学生部学生課学生サポート係（本館４階） 

〒９０５－８５８５ 沖縄県名護市字為又１２２０－１ 

TEL：０９８０－５１－１０５７  FAX：０９８０－５１－１１２４ 

 

 

       応募書類 

奨学金種類 
願書 活動報告書 

活動状況等を

証明する資料 
誓約書 

学業奨励奨学金 ○ - - ○ 

スポーツ奨学金 ○ ○ ○ ○ 
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奨 学 生 願 書 

提出日：令和   年   月   日 

※応募書類は審査目的以外に使用されることはありません。 

 

ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ  性  別 

氏  名 印 男 ・ 女 

生 年 月 日 年    月    日生  （   歳） ※西暦で記入 

所  属 学部・学群             学科・学類 

学 生 番 号  年 次  

奨学金種類 
□ 学業奨励奨学金  □ スポーツ奨学金（個人） □スポーツ奨学金（団体） 

※該当項目の□に✓をする。併願の場合は別の用紙（１枚ずつ）で提出すること 

現 住 所 

〒 

 

 

携帯：              E-mail 

出 願 理 由  
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（第１２条関係） 

 

 

活 動 報 告 書 

提出日：令和   年   月   日 

※応募書類は審査目的以外に使用されることはありません。 

※団体競技での実績を個人で申し込むことはできません。必ず顧問に相談して下さい。 

※団体申請は１団体１申請までとし、複数申請することはできません。 

団体名  

ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ  

代表学生                       印 

所  属 （学籍番号：        ）          学部・学群    年次 

顧問教員                       印 

活動内容・ 

大会実績・ 

課題・計画

等 

 

スポーツ奨学金申請者のみ 
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学  長  殿 

誓  約  書 

 

令和８年度名桜大学奨学生として、 学業奨励 ・ スポーツ 奨学金の給付を受けるにあた

り、名桜大学奨学金規程を守り、奨学生としての責務を果たすことを誓います。 

 

提出日：令和  年  月  日 

＊振込口座は、奨学生本人の口座を記入すること。 

＊スポーツ奨学金の団体申請は、部・サークルの口座を記入すること。（個人口座不可） 

 

【規程抜粋】 

第１５条 学長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当する場合は、学生サポート委員会の議を経て奨学金の支

給を取り消すことができる。 

(1) 奨学金の支給年度において、学業成績及び性行が著しく不良となったとき。 

(2) 奨学生としての責務を怠り、奨学生として適当でないと認められたとき。 

(3) 奨学金を必要としなくなったとき。 

(4) 休学又は除籍・退学等の懲戒処分を受けたとき。 

(5) 傷病等により成業の見込みがなくなったとき。 

(6) 願書等の提出書類に虚偽の記載をしたとき。 

第１６条 前条の規定により、奨学金の支給を取り消された場合は、当該年度に支給された奨学金の全部又は一

部を返還させることができる。 

所 属        学部・学群  年次 学 生 番 号  

ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ  

性 別 男 ・ 女 
氏 名 印 

生 年 月 日 年    月    日生 

本 人 現 住 所 

〒 

 

ＴＥＬ     （      ） 

家 族 住 所 

〒 

 

ＴＥＬ     （      ） 

奨 

学 

金 

振 

込 

口 

座 

銀 行 名 
 

銀行 
支 店 名 

 

支店 
店番号  

預 金 種 類  口座番号  

ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ  

口座名義人  


